
物忘れが増えてきて
通帳やお金の管理が心配

認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分では
ない方について、本人の権利を守る援助者（成年後見人等）を選ぶことで、本人
を法律的に支援する制度です。
本人の意思を尊重しながら生活状況や身体状況を考慮して、本人の生活や財産、

権利を守ります。

このような困りごと・心配がある方は、成年後見制度の利用を考えてみませんか？

成年後見制度とは？

難しい契約や
手続に困っている

悪質商法など悪い人に
騙されたらどうしよう

どんなことをしてくれるの？

介護・福祉サービス
利用のお手伝い

不利益な契約の
取り消し

書類の確認と
手続きのお手伝い

通帳・財産の管理や
支払いのお手伝い

入院、施設入所
などのお手伝い

裏面につづく



ご相談・お問い合わせ（平日午前8:30〜午後5:15）
◎下呂市地域包括支援センター（星雲会館1階） ☎53−2100

◎金山支所（金山振興事務所1階） ☎32−3320

※仕事と介護の両立に関する相談も承ります
※来所相談の場合は、事前にお電話いただくとスムーズです
※土・日・祝日の緊急時連絡先：下呂市役所 ☎24−2222

現在は判断能力がある人が、将来判断能力が不十分となった場合に備えて、
「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めて
おくことができる制度です。

契約は、公証人の作成する公正証書によって結ばれ、
本人の判断能力が低下した時に家庭裁判所で任意後見
監督人が選任され初めて効力を生じます。

将来の不安に備えたい方には任意後見制度があります

下呂市成年後見支援センターでは、認知症、知的障がい、精神障がいなど
の理由により、自分ひとりでは契約や財産管理などを行うことが困難な状態
にあっても、安心して暮らしていけるように成年後見制度の利用に関する
相談や調整のお手伝いを行います。

下呂市成年後見支援センターの連絡先
下呂市萩原町萩原1166-8星雲会館 福祉事務所内

☎ 52-3936

相談普及・啓発 利用支援

お電話や窓口で
判断能力に不安の
ある方の生活や財
産管理に関する困
りごとについて相
談に応じます。

「成年後見支援セン
ター」の役割や「成
年後見制度」を知っ
ていただくために制
度の理解や普及を図
ります。

成年後見制度の
利用を必要とする
人への手続きや申
立てに関する支援
と調整を行います。


